
 
 
 
 

 
 

多摩川左岸多摩川二丁目築堤護岸工事及び 

南六郷河道掘削工事について 

 

 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所から多摩川の築提護

岸工事及び河道掘削工事について、別紙のとおり情報提供がありま

した。 

多摩川二丁目築提護岸工事は、現在の堤防に盛土を行い、コンク

リートブロック等で強化することにより、洪水時の堤防の安全性向

上を目的とした工事です。 

工事に伴い、ゲートボール場を含めた多摩川大橋緑地の一部を供

用停止します。また、施工範囲や仮設通路を確保する関係で一部迂

回路を設置し、利用者の誘導を行います。 

南六郷河道掘削工事は、河床に堆積した土砂を掘削することによ

り、洪水時の河川水位の低下を目的とした工事です。 

 なお、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所に対しては、地

元に対する十分な説明や、安全な工事施工を行うよう求めてまいり

ます。 

まちづくり環境委員会 

令和４年９月 15・16 日 

都市基盤整備部 資料７番 

所管 都市基盤管理課 
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